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第 1　申告方法

問 3　遺言書があるが相続人間の争いがある場合の小規模宅地の適用

　死亡した父の遺言書には、A不動産は私に相続させ、B不動産は弟
に相続させると書かれていました。不動産はその 2 つで、どちらも貸
付用の共同住宅が建っています。土地の面積は、いずれも 300 m2 くら
いあります。預金等、他の財産については遺言書に記載はなく、遺産
分割協議を行う必要がありますが、弟とは以前から折り合いが悪く、
話し合いができません。弁護士を入れて協議を行っていますが、相続
税の申告期限までに協議はまとまりそうにありません。小規模宅地の
特例の適用についても、どの部分を適用するか話し合いができていま
せん。財産が一部未分割であるため、小規模宅地の特例ついては、「申
告期限後 3 年以内の分割見込書」をつけて相続税の申告を行い、預金
等の遺産分割協議と並行してどの部分を小規模宅地の特例の適用をす
るか話し合い、遺産分割協議が調った後で、更正の請求や修正申告を
行う際に小規模宅地の特例も適用しようと考えていますが、それで問
題ないでしょうか。

答

　預金等の財産の分割協議ができていなかったとしても、土地については遺
言で取得者が決まっています。「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を提出
し、後日、小規模宅地の特例が適用できるのは、小規模宅地を適用する土地
が未分割である場合のみです。本問では、不動産についてはいずれも取得者
が遺言で決まっており、未分割の状態にありません。このため、他の財産が
未分割で、小規模宅地の特例についてどの部分を適用するか話し合いができ
ないという理由で、「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を提出したとして
も、後日、小規模宅地の特例の適用はできません。期限内申告書を提出する
際に、小規模宅地の特例についての記載がなければ、申告期限後の更正の請
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コラム 1 　遺言書を書くに当たって注意すべきこと

　相続税の申告書を作成していると、以前に比べて遺言書があることが
増えてきているなと思います。富裕層に対して銀行などが積極的に遺言
書作成の営業をしていたり、子どもがいない方が特定の方に財産を渡し
たいと思うことが増えたりしてきたことが原因ではないでしょうか。
　税理士も遺言書を作成するに当たって意見を求められることがありま
す。では、どのような点に注意したらよいでしょうか。
　まず、遺言書を書く目的はいろいろありますが、主なものを挙げる
と、次の二つです。
　一つ目は、遺産の分割でもめないようにするためです。遺言書が無い
と、相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、相続人それぞれ
で遺産の分け方に対する考え方が違っていたり、そもそも相続人が不仲
であったりすると、分割協議が難航し、場合によっては裁判にまで持ち
込まれることがあります。遺言書があれば、原則として遺言書に書かれ
た内容で分割すればよく、このような争いが避けられます。
　二つ目は、特定の財産を、特定の者に相続させたいためです。例え
ば、会社を経営していて、長男が会社の経営を引き継いでいたとして
も、遺言書がなければ、会社の株式や経営上不可欠な資産（本社の敷地
など）を他の相続人が相続することがあります。こうなると、会社の経
営が非常にやりにくくなる場合があります。このようなことを避けるた
めにも、遺言書は有効です。また、土地などの不動産は、相続後の有効
活用のことを考えると共有で相続するのは避けた方がよいと思います。
　遺言書作成の主な目的が、「もめないこと」、「特定の財産を特定の人
に渡すこと」だとすると、それに反する内容を含んだ遺言書は作成しな
い方がいいでしょう。
　兄弟姉妹には遺留分はありませんが、配偶者や子どもには遺留分があ
ります。遺留分を侵害する遺言書があると、遺留分を侵害された相続人
から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。遺留分侵害額請求
が行われた場合、どこまでが相続財産か、相続財産の時価はいくらか、


